
安心して市民活動を〜市民活動総合補償制度〜

　市では、ボランティア活動や清掃活動などに参加される方
やその主催者の方が、安心して活動できるよう、市民活動中の
事故を市が補償する「市民活動総合補償制度」を実施していま
す。

　活動場所が市内にあり、5人以上の共通の目的を持った市
民による継続的・計画的な活動が対象となります。ただし、政
治、宗教、営利を目的とした活動や企業活動として活動する会
社、事業所内の団体による活動、報酬等が出ている場合は対象
外です。

【賠償責任保険】
　市民活動団体が活動中に管理監督者等の過失により、参加
者や第三者が負傷した場合や、財物に損害を与え法律上の損
害賠償を負った場合

【傷害保険】
　市民活動団体の指導者、ボランティアまたは各種事業の参
加者などが活動中に急激かつ偶然な外来の事故によって、死
亡したり、後遺障がいを被ったり、または入院、通院による治

療を要するけがをした場合

・指導者や参加者の故意による事故
・地震や洪水などの自然災害による事故
・暴動、騒じょう、労働争議による事故
・無資格運転や酒酔い運転
・�スポーツを行うことを目的とした団体の競技者が行うスポーツ活動
・�山岳登坂、スカイダイビング、ハングライダー搭乗など危
険を伴うスポーツでの事故
・�施設の管理瑕

か し

疵による事故、参加者本人または親族が所有
する自動車などによる事故
・脳疾患、疾病、心神喪失などの内的要因による事故
・けんかや自殺行為、犯罪行為による傷害
・他覚的症状のないむち打ち症や腰痛

　団体を所管する市の担当課に、「市民活動団体活動届」をご
提出ください。

　事故が発生した場合、必ず2週間以内に、その活動に関係す
る担当課等へ連絡し、「事故発生報告書」を提出してください。

1事故につき、
20,000円は免責
で自己負担

区分 てん補限度額

対 人 賠 償 1名　　6,000万円
1事故　2億円

対 物 賠 償 1事故　100万円
受託品賠償 1事故　100万円

入院・通院保険
金は、事故日
より合算して
180日が限度

区分 給付限度額
死 亡 1名　200万円
後遺障害 1名6～200万円
入 院 1名1日3,000円（180日限度）
通 院 1名1日1,000円（90日限度）補償制度の対象となる活動

補償内容

対象とならない事故

活動届の提出

事故が発生したら
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問い合わせ 市民活動推進課　市民活動担当　☎ 65‐0687   63‐4554

　　　　　　　　　　　人権推進課　人権政策担当　〒528-8502 水口町水口6053番地
☎ 65-0695　  63-4582　Eメール koka245000@city.koka. lg.jp
問い合わせ・申し込み
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　市では、概ね生後3か月のお子さんがおられるす
べての家庭を訪問し、子育てに関する不安を少しで
も解消し、地域で安心して楽しく子育てしていただ
けるよう、「こんにちは赤ちゃん事業」を実施してい
ます。
　地元の民生委員児童委員（主任児童委員）が訪問
し、「おめでとう」の気持ちとともに子育てに役立つ
情報等をお届けします。育児に関する相談や、相談機
関の紹介もしますので、お気軽にご相談ください。
　訪問は、事前に電話等で連絡し、ご都合の良い日
にお伺いします。訪問日程は次のとおりですが、里
帰り出産等で長期不在になる場合は、時期をずらし
て訪問します。

訪問月 訪問対象児（誕生月）
平成21年�5�月 平成21年��2�月生
平成21年�6�月 平成21年��3�月生
平成21年�7�月 平成21年��4�月生
平成21年�8�月 平成21年��5�月生
平成21年�9�月 平成21年��6�月生
平成21年10月 平成21年��7�月生
平成21年11月 平成21年��8�月生
平成21年12月 平成21年��9�月生
平成22年�1月 平成21年�10月生
平成22年�2月 平成21年�11月生
平成22年�3月 平成21年�12月生

問い合わせ　　　　　　  社会福祉課　家庭児童相談室
☎ 65‐0660　  63‐4085

こんにちは赤ちゃん事業

赤ちゃんの健やかな成長と
楽しい子育てを応援
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